
【契約の概要調書】 

（契約件名） 

  静止気象衛星ひまわりの運用等事業 

契約の概要 

 本事業は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成

11 年法律第 117 号）第７条に基づき選定された事業として、開札の結果、選定された

民間事業者（以下「落札者」という。）が、本事業の遂行のみを目的とした会社法（平

成 17 年法律第 86 号）に定められる株式会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立し、当

該ＳＰＣが落札者とされた者の提案に基づき、静止気象衛星「ひまわり９号」及び「ひ

まわり 10 号」の衛星管制及び観測データの受信に必要な地上施設の整備・維持管理を

行い、これらの衛星管制業務を行うとともに、観測データを受信し国等に提供する業務

である。 

 

より詳細な業務内容については、「事業契約書（案）」（資料－１）及び「業務要求水

準書」（資料－２）を参照のこと。 

 

履行期限：令和 26 年３月末 

 

注意点等 

・第一次審査資料の提出期限      令和７年４月 21日（月）１７時まで 

・入札書及び第二次審査資料の提出期限 令和７年７月 25日（金）１７時まで 

・総合評価落札方式 

・電子入札対象案件 

・電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先 

  電子調達システム https://www.geps.go.jp/ 

  電子調達システムヘルプデスク 電話：０５７０－０００－６８３ 

 



入 札 公 告  

  次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 本 件 は 、

競 争 参 加 資 格 確 認 の た め の 証 明 書 等（ 以 下 、「 証 明

書 等 」 と い う 。） の 提 出 、 入 札 及 び 契 約 を 電 子 調 達

シ ス テ ム （ G E P S ） で 行 う 対 象 案 件 で す 。  

令 和 ７ 年 ３ 月 2 1 日  

     支 出 負 担 行 為 担 当 官  

       気 象 庁 総 務 部 長  小 林  豊  

◎ 調 達 機 関 番 号   0 2 0   ◎ 所 在 地 番 号  1 3  

○ 気 象 第 2 0 号  

１  事 業 概 要  

( １ )  品 目 分 類 番 号  1 5 、 2 8 、 2 9 、 4 1  

( ２ )  事 業 名  静 止 気 象 衛 星 ひ ま わ り の 運 用 等

事 業 （ 電 子 調 達 シ ス テ ム 対 象 案 件 ）  

( ３ )  事 業 場 所  入 札 説 明 書 に よ る 。  

( ４ )  事 業 内 容  本 事 業 は 、「 民 間 資 金 等 の 活 用

に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る

法 律 」（ 平 成 1 1 年 法 律 第 1 1 7 号 。 以 下 「 Ｐ Ｆ

Ｉ 法 」と い う 。）第 ７ 条 に 基 づ き 選 定 さ れ た 事

業 と し て 、開 札 の 結 果 、落 札 者 と さ れ た 者 が 、



本 事 業 の 遂 行 の み を 目 的 と し た 会 社 法 （ 平 成

1 7 年 法 律 第 8 6 号 ）に 定 め ら れ る 株 式 会 社（ 以

下 「 Ｓ Ｐ Ｃ 」 と い う 。） を 設 立 し 、 当 該 Ｓ Ｐ Ｃ

が 落 札 者 と さ れ た 者 の 提 案 に 基 づ き 、 以 下 の

事 業 を 実 施 す る 。  

①  地 上 施 設 （ 静 止 気 象 衛 星 「 ひ ま わ り ９

号 」 及 び 「 ひ ま わ り 1 0 号 」（ 以 下 「 本 事

業 衛 星 」と い う 。）の 衛 星 管 制 及 び 観 測 デ

ー タ の 受 信 ・ 処 理 ・ 伝 送 に 必 要 な 施 設 及

び 設 備 を い う 。以 下 同 じ 。）の 整 備 等 に 関

す る 業 務  

②  地 上 施 設 の 維 持 管 理 等 に 関 す る 業 務  

③  本 事 業 衛 星 の 運 用 に 関 す る 業 務  

な お 、 Ｓ Ｐ Ｃ は 、 地 上 施 設 に つ い て は 、 必

ず し も 全 て に つ い て 自 ら 所 有 権 を 有 し て い る

必 要 は な い が 、 令 和 2 6 年 ３ 月 3 1 日 又 は 本 事

業 衛 星 の 軌 道 外 投 棄 が 終 了 す る ま で の い ず れ

か 遅 い 時 点 （ 以 下 「 事 業 期 間 終 了 時 点 」 と い

う 。）ま で 、確 実 に 使 用 権 原 を 確 保 す る こ と と

す る 。  



( ５ )  事 業 期 間  事 業 契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 2 6

年 ３ 月 3 1 日 ま で 。  

な お 、 気 象 庁 （ 以 下 「 国 」 と い う 。） 及 び 国

立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構 （ 以 下 「 Ｎ

Ｉ Ｃ Ｔ 」 と い う 。）（ 以 下 「 気 象 庁 」 と 「 Ｎ Ｉ

Ｃ Ｔ 」 を 総 称 し て 「 国 等 」 と い う 。） が 実 施 す

る 事 業 の 要 請 に よ り 、 事 業 期 間 終 了 時 に 本 事

業 衛 星 の 軌 道 外 投 棄 が 終 了 し て い な か っ た 場

合 、本 事 業 衛 星 の 軌 道 外 投 棄 が 終 了 す る ま で 、

国 等 は Ｓ Ｐ Ｃ に 事 前 に 通 告 す る こ と に よ り 、

本 事 業 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

( ６ )  電 子 調 達 シ ス テ ム （ G E P S ） の 利 用  本 案

件 は 、 申 請 書 等 の 提 出 ・ 入 札 及 び 契 約 を 電 子

調 達 シ ス テ ム で 行 う 対 象 案 件 で あ る 。 な お 、

電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、 紙 入

札 方 式 参 加 願 、 紙 契 約 方 式 承 諾 願 を 提 出 し 、

紙 入 札 方 式 、 紙 契 約 方 式 に 代 え る こ と が で き

る 。  

２  競 争 参 加 資 格  

( １ )  基 本 的 要 件  



①  入 札 参 加 希 望 者 は 、 以 下 の ③ に 掲 げ る

業 務 を 実 施 す る 予 定 の 企 業 に よ っ て 構

成 さ れ る １ 者 又 は 複 数 者 か ら な る グ ル

ー プ （ 以 下 ま と め て 「 応 募 グ ル ー プ 」 と

い う 。） と す る 。 応 募 グ ル ー プ の う ち 、 Ｓ

Ｐ Ｃ に 出 資 を 行 い 、 か つ 応 募 手 続 き を 行

う 企 業 を 「 代 表 企 業 」 と し て 定 め る 。 な

お 、応 募 グ ル ー プ は 、代 表 企 業 の ほ か「 構

成 員 」（ 応 募 グ ル ー プ を 構 成 す る 企 業 の

う ち 代 表 企 業 以 外 の 企 業 で あ っ て 、 Ｓ Ｐ

Ｃ に 出 資 を 行 う 企 業 を い う 。 以 下 同 じ 。）、

及 び「 協 力 会 社 」（ 応 募 グ ル ー プ を 構 成 す

る 企 業 の う ち 代 表 企 業 及 び 構 成 員 以 外

の 企 業 で 、 事 業 開 始 後 、 Ｓ Ｐ Ｃ か ら 直 接

業 務 を 受 託 又 は 請 け 負 う こ と を 予 定 し

て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。）か ら 構 成 さ

れ る 。  

②  Ｓ Ｐ Ｃ の 株 主 は 以 下 の 要 件 を 満 た す

こ と と す る 。  

( ｱ )  代 表 企 業 及 び 構 成 員 で あ る 株 主 が Ｓ



Ｐ Ｃ の 株 主 総 会 に お け る 全 議 決 権 の

２ 分 の １ を 超 え る 議 決 権 を 保 有 す る

こ と 。  

( ｲ )  代 表 企 業 及 び 構 成 員 を 除 く 株 主 の 議

決 権 保 有 割 合 が 出 資 者 中 最 大 と な ら

な い こ と 。  

( ｳ )  Ｓ Ｐ Ｃ の 株 主 は 、 原 則 と し て 事 業 期

間 終 了 時 点 ま で Ｓ Ｐ Ｃ の 株 式 を 保 有

す る こ と と し 、 国 等 の 事 前 の 書 面 に よ

る 承 諾 が あ る 場 合 を 除 き 、 譲 渡 、 担 保

権 等 の 設 定 そ の 他 一 切 の 処 分 を 行 わ

な い こ と 。  

③  入 札 参 加 希 望 者 は 、 応 募 に あ た り 、 代

表 企 業 、 構 成 員 及 び 協 力 会 社 を 明 ら か に

す る 。 ま た 、 Ｓ Ｐ Ｃ か ら の 受 託 又 は 請 負

に よ り 代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 が

以 下 の 業 務 に 携 わ る こ と を 予 定 し て い

る 場 合 に は 、 入 札 参 加 希 望 者 は そ の 旨 を

明 ら か に す る 。  

( ｱ ) 地 上 施 設 の 整 備 等 に 関 す る 業 務  



( ｲ ) 地 上 施 設 の 維 持 管 理 等 に 関 す る 業 務  

( ｳ ) 本 事 業 衛 星 の 運 用 に 関 す る 業 務  

な お 、 代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社

の う ち 一 者 が 、 上 記 の 複 数 の 業 務 を 兼 ね

て 実 施 す る こ と は 妨 げ な い 。 ま た 、 各 業

務 を 、 代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の

間 で 分 担 す る こ と は 差 し 支 え な い 。  

④  代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の 変 更

は 原 則 と し て 認 め な い 。 た だ し 、 第 二 次

審 査 資 料 の 提 出 期 限 の 日 か ら 落 札 者 の

決 定 の 時 ま で の 期 間 を 除 き 、 代 表 企 業 、

構 成 員 又 は 協 力 会 社 を 変 更 せ ざ る を 得

な い 事 情 が 生 じ た 場 合 は 、 国 等 と 協 議 す

る も の と し 、 国 等 が そ の 事 情 を 検 討 の う

え 、 国 等 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は な

い 。  

⑤  代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の い ず

れ か が 、 他 の 応 募 グ ル ー プ の 代 表 企 業 、

構 成 員 又 は 協 力 会 社 と な る こ と は 認 め

な い 。  



⑥  代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の い ず

れ か と 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 の あ る 者

が 、 他 の 応 募 グ ル ー プ の 代 表 企 業 、 構 成

員 又 は 協 力 会 社 と な る こ と は 認 め な い 。

た だ し 、 当 該 応 募 グ ル ー プ の 協 力 会 社 と

資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 の あ る 者 が 他 の

応 募 グ ル ー プ の 協 力 会 社 で あ る 場 合 を

除 く 。  

⑦  上 記 ⑥ の「 資 本 関 係 」又 は「 人 的 関 係 」

の あ る 者 と は 、 次 に 定 め る 基 準 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 を い う （ 以 下 同 じ 。）。 

( ｱ )  資 本 関 係  

以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 二 者 の 場

合 。  

( A )  子 会 社 等（ 会 社 法（ 平 成 1 7 年 法 律

第 8 6 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 の ２ に 規 定

す る 子 会 社 等 を い う 。( B ) に お い て 同

じ 。）と 親 会 社 等（ 同 条 第 ４ 号 の ２ に

規 定 す る 親 会 社 等 を い う 。( B ) に お い

て 同 じ 。） の 関 係 に あ る 者 。  



( B )  親 会 社 等 を 同 じ く す る 子 会 社 等 同

士 の 関 係 に あ る 場 合 。  

( ｲ )  人 的 関 係  

以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 二 者 の 場

合 。 た だ し 、 ( A ) に つ い て は 、 会 社 等 （ 会

社 法 施 行 規 則 （ 平 成 1 8 年 法 務 省 令 第 1 2

号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 会 社

等 を い う 。以 下 同 じ 。）の 一 方 が 民 事 再 生

法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） 第 ２ 条 第

４ 号 に 規 定 す る 再 生 手 続 が 存 続 中 の 会 社

等 又 は 更 生 会 社（ 会 社 更 生 法（ 平 成 1 4 年

法 律 第 1 5 4 号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る

更 生 会 社 を い う 。） で あ る 場 合 は 除 く 。  

( A )  一 方 の 会 社 等 の 役 員 （ 会 社 法 施 行

規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す

る 役 員 の う ち 、 次 に 掲 げ る 者 を い う 。

以 下 同 じ 。） が 他 方 の 会 社 等 の 役 員

を 現 に 兼 ね て い る 場 合  

A )  株 式 会 社 の 取 締 役 。た だ し 、次 に

掲 げ る 者 を 除 く 。  



①  会 社 法 第 ２ 条 第 1 1 号 の ２ に 規

定 す る 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に

お け る 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役  

②  会 社 法 第 ２ 条 第 1 2 号 に 規 定 す

る 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 に お け

る 取 締 役  

③  会 社 法 第 ２ 条 第 1 5 号 に 規 定 す

る 社 外 取 締 役  

④  会 社 法 第 3 4 8 条 第 １ 項 に 規 定

す る 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場

合 に よ り 業 務 を 執 行 し な い こ と

と さ れ て い る 取 締 役  

B )  会 社 法 第 4 0 2 条 に 規 定 す る 指 名

委 員 会 等 設 置 会 社 の 執 行 役  

C )  会 社 法 第 5 7 5 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 持 分 会 社 （ 合 名 会 社 、 合 資 会 社

又 は 合 同 会 社 を い う 。）の 社 員（ 同

法 第 5 9 0 条 第 １ 項 に 規 定 す る 定 款

に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 に よ り

業 務 を 執 行 し な い こ と と さ れ て



い る 社 員 を 除 く 。）  

D )  組 合（ 共 同 企 業 体 等 を 含 む 。以 下

同 じ 。） の 理 事  

E )  そ の 他 の 業 務 を 執 行 す る 者 で あ

っ て 、A ) か ら D ) ま で に 掲 げ る 者 に

準 ず る 者  

( B )  一 方 の 会 社 等 の 役 員 が 、 他 方 の 会

社 等 の 民 事 再 生 法 第 6 4 条 第 ２ 項 又

は 会 社 更 生 法 第 6 7 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人 （ 以 下 単 に

「 管 財 人 」と い う 。）を 現 に 兼 ね て い

る 場 合  

( C )  一 方 の 会 社 等 の 管 財 人 が 、 他 方 の

会 社 等 の 管 財 人 を 現 に 兼 ね て い る

場 合  

( ｳ )  そ の 他 入 札 の 適 正 さ が 阻 害 さ れ る と

認 め ら れ る 場 合  

組 合 と そ の 組 合 構 成 員 の 関 係 に あ る

場 合 。 そ の 他 上 記 ( ｱ ) 又 は ( ｲ ) と 同 視 し

う る 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が あ る と



認 め ら れ る 場 合  

( ２ )  代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 に 共 通 の

参 加 資 格 要 件  

代 表 企 業 、 構 成 員 又 は 協 力 会 社 は 、 以 下 の

要 件 を 満 た す こ と 。  

① 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 以 下 「 予 決 令 」 と

い う 。） 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  

② 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 の 開 始 の

申 立 て が な さ れ て い な い 者 又 は 民 事 再

生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 の 開 始 の 申 立 て

が な さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。  

③ 第 一 次 審 査 資 料 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開

札 の 時 ま で の 期 間 に 、 気 象 庁 又 は Ｎ Ｉ Ｃ

Ｔ か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期

間 中 の 者 で な い こ と 。  

④ 国 が 本 事 業 に 関 す る 検 討 を 委 託 し た 株

式 会 社 日 本 総 合 研 究 所 （ 同 協 力 事 務 所 と

し て 西 村 あ さ ひ 法 律 事 務 所 ・ 外 国 法 共 同

事 業 ）及 び P w C ア ド バ イ ザ リ ー 合 同 会 社



又 は 当 該 受 託 者 と 資 本 関 係 若 し く は 人

的 関 係 に お い て 関 連 の あ る 者 で な い こ

と 。  

⑤ 国 等 が 別 途 実 施 し て い る 「 次 期 静 止 象 衛

星 の 製 作 等 業 務 請 負 」 及 び 「 静 止 地 球 環

境 観 測 衛 星 （ ひ ま わ り ８ 号 及 び ９ 号 ） の

製 造 等 業 務 請 負 」 を 受 注 し た 事 業 者 又 は

当 該 事 業 者 と 資 本 関 係 若 し く は 人 的 関

係 に お い て 関 連 の あ る 者 で な い こ と 。 た

だ し 、 上 記 １ ( ４ ) に 定 め る 各 業 務 の 一 部

に 関 し て 、 Ｓ Ｐ Ｃ が 当 該 事 業 者 か ら 物 品

を 調 達 し 、 当 該 物 品 に 係 る 保 守 等 の 業 務

を 委 託 す る 場 合 、 当 該 事 業 者 は 代 表 企 業 、

構 成 員 又 は 協 力 会 社 と は な ら な い 。  

⑥ 入 札 説 明 書 に 定 め る 有 識 者 等 委 員 会 の

委 員 が 属 す る 企 業 又 は そ の 企 業 と 資 本

関 係 若 し く は 人 的 関 係 の あ る 者 で な い

こ と 。  

⑦ Ｐ Ｆ Ｉ 法 第 ９ 条 に 定 め の あ る 、 欠 格 事 由

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  



⑧ 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営

を 支 配 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し

て 、 国 土 交 通 省 発 注 工 事 等 か ら の 排 除 要

請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る も の

で な い こ と 。  

な お 、 外 国 法 人 に お い て は 、 上 記 ① 及 び ②

に つ い て 、 そ の 適 用 法 令 に お い て 同 等 の 要 件

を 満 た し て い る と 国 等 が 確 認 で き る こ と が 必

要 で あ る 。  

( ３ )  本 事 業 衛 星 の 運 用 を 行 う 企 業 の 参 加 資 格

要 件  

本 事 業 衛 星 の 運 用 等 に 関 す る 業 務 に 携 わ

る 企 業 （ 以 下 「 運 用 企 業 」 と い う 。） は 、 代 表

企 業 又 は 構 成 員 で な け れ ば な ら な い 。  

運 用 企 業 は 以 下 の 要 件 を 満 た す こ と 。  

①  本 事 業 衛 星 の 運 用 開 始 時 点 に お い て 、

電 波 法 （ 昭 和 2 5 年 ５ 月 ２ 日 法 律 第 1 3 1

号 。 以 下 「 電 波 法 」 と い う 。） 第 3 9 条 に

定 め る 無 線 設 備 の 操 作 を 行 う こ と が で

き る 無 線 従 事 者 が 必 要 数 在 籍 し て い る



こ と 。  

②  静 止 衛 星 に つ い て 次 の 運 用 経 験 を 全

て 満 た す こ と 。  

た だ し 、 静 止 衛 星 は 必 ず し も 気 象 衛 星

で あ る 必 要 は な く 、 運 用 経 験 に 追 跡 管 制

の 経 験 は 含 ま な い 。  

・ 少 な く と も １ 機 以 上 の 静 止 衛 星 に つ

い て 、 軌 道 上 試 験 終 了 か ら 軌 道 外 投

棄 ま で の 運 用 経 験 を 有 す る こ と 。  

・ 延 べ 1 5［ 年 ・ 機 ］ 以 上 の 静 止 衛 星 運

用 経 験 を 有 す る こ と 。  

※ 運 用 実 績 単 位 の ［ 年 ・ 機 ］ に つ い

て １ 機 の 衛 星 を １ 年 間 運 用 し た

と き を １ ［ 年 ・ 機 ］ と 定 義 す る 。 

例 え ば 、 ２ 機 の 衛 星 を 1 5 年 間 運

用 し た 場 合 は 1 5 年 × ２ 機 = 3 0［ 年・

機 ］ の 実 績 と な る 。  

③  令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 土 交 通 省 競 争 参

加 資 格（ 全 省 庁 統 一 資 格 ）「 役 務 の 提 供 等 」

に お い て 「 Ａ 」 又 は 「 Ｂ 」 等 級 に 格 付 け



さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争 参 加 資 格

を 有 す る 者 。  

④  本 業 務 に お け る 情 報 保 全 に 係 る 履 行

体 制 に 関 す る 資 料 を 担 当 部 局 へ 提 出 し 、

入 札 書 の 提 出 期 限 ま で に そ の 同 意 を 得

て い る こ と 。  

⑤  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 場 合 は 、 電 子

認 証 （ I C カ ー ド ） を 取 得 し て い る こ と 。 

⑥  競 争 参 加 資 格 の 申 請 の 時 期 及 び 場 所

「 競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示 」（令 和

６ 年 ３ 月 2 9 日 付 官 報 ）に 記 載 さ れ て い る

時 期 及 び 場 所 で 申 請 を 受 け 付 け る 。  

⑦  入 札 説 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ る こ

と 。  

( ４ )  地 上 施 設 の 建 設 を 行 う 企 業 の 要 件  

Ｓ Ｐ Ｃ が 地 上 施 設 を 新 た に 建 設 す る 場

合 に お い て は 、 当 該 年 度 に お け る 有 効 な 国

土 交 通 省 競 争 参 加 資 格 （ 気 象 庁 を 希 望 し た

者 に 限 る ） 又 は 気 象 庁 一 般 競 争 参 加 資 格 に

お い て 、「 建 築 工 事 業 」 の 「 Ａ 」 又 は 「 Ｂ 」



等 級 に 格 付 け さ れ た 競 争 参 加 資 格 を 有 す

る 者 に 建 設 工 事 を 行 わ せ る こ と 。  

３  総 合 評 価 に 関 す る 事 項  

( １ )  入 札 参 加 者 は 入 札 書 及 び 第 二 次 審 査 資 料

を も っ て 入 札 し 、 入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 範 囲

内 で あ る 者 の う ち 、 ( ２ ) に よ っ て 得 ら れ る 基

礎 点 と 評 価 点 の 合 計 を 入 札 価 格 で 除 し た 数

値 （ 以 下 「 評 価 値 」 と い う 。） の 最 も 高 い 者 を

落 札 者 と す る 。  

( ２ )  入 札 参 加 者 か ら の 事 業 提 案 を 入 札 説 明 書

に 添 付 す る 選 定 基 準 に 基 づ き 審 査 す る 。 た だ

し 、 事 業 提 案 に 要 求 範 囲 外 の 事 業 提 案 が 記 載

さ れ て い た 場 合 、 そ の 部 分 は 採 点 の 対 象 と し

な い 。  

①  事 業 提 案 が 要 求 水 準 （ 必 須 項 目 ） を 全

て 充 足 し て い る か に つ い て 審 査 を 行 い 、

審 査 結 果 に お い て 事 業 提 案 が 全 て の 要

求 水 準 （ 必 須 項 目 ） を 充 足 し て い る 場 合

は 適 格 と し 、 一 項 目 で も 充 足 し な い 若 し

く は 資 料 作 成 の 不 備 が あ る 場 合 は 欠 格



と す る 。 な お 、 適 格 者 に つ い て は 、 基 礎

点 を 付 与 す る 。  

②  事 業 計 画 に 関 す る 提 案 が 要 求 水 準 （ 必

須 項 目 ） を 充 足 し た う え で 、 更 に 国 が 特

に 重 視 す る 項 目 （ 加 点 項 目 ） に つ い て 、

優 れ て い る と 認 め ら れ る も の に つ い て

は 、 そ の 程 度 に 応 じ て 評 価 点 を 付 与 す る 。 

( ３ )  ( １ ) に お い て 、 評 価 値 の 最 も 高 い 者 が 二 者

以 上 あ る と き は 、 当 該 者 に く じ を 引 か せ て 落

札 者 を 決 定 す る 。  

４  入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( １ )  入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入

札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

 〒 1 0 5 － 8 4 3 1  東 京 都 港 区 虎 ノ 門 ３ － ６ － ９  

  気 象 庁 総 務 部 総 務 課 調 達 管 理 室 第 二 契 約 係  

 下 村  政 人  電 話 0 3 － 6 7 5 8 － 3 9 0 0  内 線  

2 5 2 2  （ 電 子 デ ー タ で の 配 布 の 為 、Ｃ Ｄ － Ｒ を

持 参 す る こ と 。）  

( ２ )  電 子 調 達 シ ス テ ム の  Ｕ Ｒ Ｌ 及 び 問 い 合 わ

せ 先  



・ 調 達 ポ ー タ ル  

h t t p s : / / w w w . p - p o r t a l . g o . j p / p p s - w e b -

b i z /  

・ 電 子 調 達 シ ス テ ム ヘ ル プ デ ス ク  

電 話 0 5 7 0 － 0 0 0 － 6 8 3   

( ３ )  競 争 参 加 資 格 の 確 認 （ 第 一 次 審 査 ） 等  

 入 札 参 加 表 明 書 、 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

及 び 競 争 参 加 資 格 確 認 資 料 の 受 付 等  

入 札 参 加 希 望 者 は 、 本 入 札 に 参 加 す る こ と

を 表 明 し 、 ２ に 掲 げ る 競 争 参 加 資 格 を 有 す る

こ と を 証 明 す る た め 、 次 に 従 い 、 入 札 参 加 表

明 書 、 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 競 争 参 加

資 格 確 認 資 料 （ 以 下 「 第 一 次 審 査 資 料 」 と い

う 。）を 提 出 し 、支 出 負 担 行 為 担 当 官 よ り 競 争

参 加 資 格 の 有 無 に つ い て 確 認 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

な お 、 期 限 ま で に 第 一 次 審 査 資 料 を 提 出 し

な い 者 並 び に 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ

た 者 は 本 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 。  

( ４ )  第 一 次 審 査 資 料 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る



入 札 書 類 デ ー タ（ 証 明 書 等 ）、及 び 紙 入 札 方 式

に よ る 証 明 書 等 の 受 領 期 限  

   令 和 ７ 年 ４ 月 2 1 日 1 7 時 0 0 分  

( ５ )  第 二 次 審 査 資 料 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る

入 札 書 、 及 び 紙 入 札 、 郵 送 等 に よ る 入 札 書 の

受 領 期 限  

   令 和 ７ 年 ７ 月 2 5 日 1 7 時 0 0 分  

( ６ )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  

令 和 ７ 年 1 0 月 ３ 日 1 4 時 0 0 分  

気 象 庁 ８ 階 入 札 室  

５  そ の 他  

( １ )  手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

( ２ )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

①  入 札 保 証 金  免 除 す る 。  

②  契 約 保 証 金  納 付 す る 。 た だ し 、 利 付

国 債 の 提 供 又 は 金 融 機 関 の 保 証 を も っ

て 契 約 保 証 金 の 納 付 に 代 え る こ と が で

き る 。 ま た 、 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 を

行 っ た 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 納 付 を 免 除



す る 。  

( ３ )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  

( ａ )  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 す る

者 は 、 入 札 書 類 デ ー タ （ 証 明 書 等 ） を 作

成 し 、 所 定 の 受 領 期 限 ま で に 入 札 書 類 デ

ー タ と と も に 上 記 ４ （ ２ ） に 示 す Ｕ Ｒ Ｌ

に 電 子 調 達 シ ス テ ム を 利 用 し て 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

( ｂ )  紙 入 札 方 式 に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、

入 札 書 類 デ ー タ （ 証 明 書 等 ） を 所 定 の 受

領 期 限 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

な お 、 ( ａ ) 、 ( ｂ ) い ず れ の 場 合 も 、 開 札 日

の 前 日 ま で の 間 に お い て 契 約 担 当 官 等 か ら 提

出 書 類 に 関 す る 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、

そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

( ４ )  入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の 無 い 者 の し た 入 札 、 入 札 に 関 す る 条 件 に 違

反 し た 入 札 及 び 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履

行 し な か っ た 者 の し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

( ５ )  契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  



本 業 務 は 、 契 約 手 続 に か か る 書 類 の 授 受 を

電 子 調 達 シ ス テ ム で 行 う 対 象 業 務 で あ る 。 な

お 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、

発 注 者 の 承 諾 を 得 て 紙 契 約 方 式 に 代 え る も の

と す る 。  

( ６ )  落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 事 業 内

容 を 履 行 で き る と 支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 判 断

し た 資 料 を 提 出 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 決 令

第 7 9 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価

格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 入 札 説 明 書 で 指 定 す る

性 能 等 の 要 求 水 準 を 満 た し て い る 提 案 を し た

入 札 者 の 中 か ら 、 入 札 説 明 書 で 定 め る 総 合 評

価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。  

( ７ )  手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( ８ )  事 業 提 案 の ヒ ア リ ン グ を 行 う 。  

( ９ )  本 事 業 は 、 令 和 ７ 年 度 予 算 の 成 立 を 条 件 と

す る 。  

( 1 0 )  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

６   S u m m a r y  



 ( 1 )  O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  

t h e  p r o c u r i n g  e n t i t y :  K O B A Y A S H I  Y u t a k a ,  

D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  A d m i n i s t r a t i o n  

D e p a r t m e n t ,  J a p a n  M e t e o r o l o g i c a l  A g e n c y  

 ( 2 )  C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  
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  ( 3 )  S u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  c o n t r a c t :  P F I -

b a s e d  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  

m a i n t e n a n c e  o f  g r o u n d  s t a t i o n s  a n d  

o p e r a t i o n  o f  H i m a w a r i - 9  a n d  1 0  

s a t e l l i t e s   
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